
平
成
30
年
12
月
６
日
、

北
海
道
森
林
管
理
局
大
会

議
室
に
お
い
て
平
成
30
年

度
北
海
道
森
林
管
理
局
国

有
林
野
等
所
在
市
町
村
長

有
志
連
絡
協
議
会
を
開
催

し
ま
し
た
。 

こ
の
連
絡
協
議
会
は
、
道

内
の
各
森
林
管
理
署
管
内

に
お
け
る
地
域
社
会
と
国

有
林
野
事
業
の
連
携
の
強

化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
毎
年
度
開
催
し
て
い

ま
す
。 

９
月
～
11
月
に
道
内
７

カ
所
の
各
地
区
に
お
い
て

協
議
会
を
開
催
し
、
今
回
は

各
地
区
の
代
表
世
話
人
で

あ
る
川
上
平
取
町
長
、
池
部

南
富
良
野
町
長
、
菅
原
浜
頓

別
町
長
、
長
屋
滝
上
町
長
、

安
久
津
足
寄
町
長
、
山
本
共

和
町
長
に
ご
出
席
い
た
だ

き
、
意
見
交
換
を
行
い
ま
し

た
。 冒

頭
、
当
局
長
の
新
島
よ

り
「
一
緒
に
地
域
を
盛
り
上

げ
て
い
く
た
め
に
国
有
林

を
活
用
し
て
頂
き
た
い
。
本

日
は
、
忌
憚
の
な
い
意
見
・

お
話
を
い
た
だ
き
た
い
。
」

と
開
会
の
挨
拶
が
あ
り
ま

し
た
。 

続
い
て
、
林
野
庁
の
中
野

国
有
林
野
総
合
利
用
推
進

室
長
か
ら
「
直
接
意
見
交
換

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
貴

重
な
場
な
の
で
、
い
た
だ
い

た
意
見
を
施
策
の
企
画
立

案
に
反
映
し
て
い
き
た
い
。
」

と
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
本
連
絡
協
議
会

の
代
表
世
話
人
に
選
出
さ

れ
た
川
上
平
取
町
長
の
進

行
に
よ
り
、
は
じ
め
に
、
林

野
庁
よ
り
来
年
度
予
算
概

算
要
求
の
概
要
、
森
林
経
営 

概
要
、 

管
理
制
度
、
国
産
材
利
用

の
推
進
等
に
つ
い
て
の
説

明
、
続
い
て
北
海
道
森
林

管
理
局
か
ら
、
大
規
模
山

地
災
害
へ
の
対
応
、
多
様

で
健
全
な
森
林
づ
く
り
へ

の
推
進
、
森
林
整
備
の
省

力
化
に
つ
い
て
の
説
明
の

後
、
各
代
表
森
林
管
理
署

長
か
ら
各
地
区
で
開
催
さ

れ
た
協
議
会
の
概
要
に
つ

い
て
報
告
を
行
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

そ
の
後
、
意
見
交
換
に
移

り
、
各
町
長
か
ら
森
林
環
境

税
、
流
木
対
策
、
C

L

T

の
利
用
促
進
等
に
つ
い
て
、

活
発
な
要
望
や
質
問
が
出

さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
滝
上
町
長
か
ら
は
、

地
域
の
森
林
管
理
署
・
支
署

が
そ
れ
ぞ
れ
近
い
関
係
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
の
感

想
を
い
た
だ
き
当
局
長
よ

り
「
国
有
林
は
森
林
に
関
す

る
地
域
の
諸
課
題
に
対
し

て
市
町
村
と
一
体
と
な
っ

て
汗
を
流
し
て
い
き
た
い
。
」

と
の
挨
拶
が
あ
り
、
今
年
度

の
連
絡
協
議
会
は
終
了
し

ま
し
た
。 

平
成
30
年
11
月
20
日
、
北
海

道
猟
友
会
会
員
に
よ
る
猟
銃
の
誤

射
に
よ
り
、
石
狩
森
林
管
理
署
の

職
員
が
死
亡
す
る
と
い
う
重
大
災

害
が
発
生
し
ま
し
た
。 

職
員
は
、
赤
色
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
、

オ
レ
ン
ジ
色
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

用
し
、
狩
猟
者
か
ら
見
て
十
分
目

立
つ
格
好
を
し
て
、
林
道
上
を
歩

行
し
て
い
た
と
こ
ろ
事
故
に
あ
い

ま
し
た
。 

事
故
の
原
因
は
、
現
在
警
察
で

捜
査
中
で
す
が
、
事
故
を
起
こ
し

た
猟
友
会
会
員
が
、
狩
猟
の
基
本

ル
ー
ル
で
あ
る
矢
先
の
確
認
、
獲

物
の
確
認
を
守
ら
ず
に
、
さ
ら
に
、

法
令
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
林
道

（
公
道
）
に
向
け
て
猟
銃
を
発
砲

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
の

こ
と
は
、
猟
友
会
会
員
を
は
じ
め

狩
猟
者
に
お
い
て
、
狩
猟
関
係
法

令
及
び
狩
猟
ル
ー
ル
が
徹
底
さ
れ

て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
で
す
。 

エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
被
害
が
深
刻

な
中
、
北
海
道
森
林
管
理
局
に
お

い
て
も
、
北
海
道
や
北
海
道
猟
友

会
と
連
携
し
て
、
エ
ゾ
シ
カ
捕
獲

対
策
を
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
事
故
が
発
生
し
た
こ

と
は
大
変
残
念
な
こ
と
で
す
。
こ

う
し
た
事
態
を
踏
ま
え
、
北
海
道

森
林
管
理
局
で
は
、
猟
友
会
会
員

を
は
じ
め
狩
猟
者
に
対
し
て
、
一

歩
間
違
え
ば
人
を
殺
傷
し
て
し
ま

う
危
険
な
猟
具
で
あ
る
猟
銃
を
扱

っ
て
い
る
と
い
う
責
任
の
重
さ
を

今
一
度
自
覚
し
、
関
係
法
令
と
狩

猟
ル
ー
ル
に
照
ら
し
て
、
も
う
一

度
自
ら
の
行
動
を
省
み
る
機
会
と

し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

平
成
31
年
１
月
15
日
か
ら
今
可

猟
期
間
終
了
ま
で
の
間
（
平
成
31

年
３
月
31
日
ま
で
）
を
、
銃
器
を

用
い
た
狩
猟
を
目
的
と
し
た
入
林

を
全
道
国
有
林
で
禁
止
す
る
こ
と

と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

な
お
、
エ
ゾ
シ
カ
被
害
の
深
刻

さ
を
踏
ま
え
、
市
町
村
と
連
携
し

て
行
う
有
害
捕
獲
等
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

今
後
、
こ
の
よ
う
な
事
故
を
二

度
と
発
生
さ
せ
な
い
た
め
、
北
海

道
猟
友
会
に
お
け
る
再
発
防
止
策

の
内
容
と
実
施
状
況
を
十
分
に
確

認
し
た
う
え
で
、
来
年
度
の
可
猟

期
間
に
お
け
る
銃
器
を
用
い
た
狩

猟
入
林
の
取
扱
い
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

代表世話人の川上平取町⻑ 

平
成
30
年
度
北
海
道
森
林
管
理
局 

国
有
林
野
等
所
在
市
町
村
長
有
志
連
絡
協
議
会
開
催 

銃
器
を
用
い
た
狩
猟
の
入
林
禁
止
に
つ
い
て 


